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お客様各位 

平成 28年 4月 

株式会社 東洋 

TEL：075-501-6616 

 

InterKX減価償却／減価償却応援 

平成 28年度税制改正の内容とシステムでの設定方法について 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

減価償却システムに関係する平成 28年度税制改正の内容とシステムでの設定方法についてご連絡いたします。 

敬具 

記 

 

１．税制改正の内容 

建物附属設備・構築物の定額法一本化 
法人・個人ともに、建物附属設備および構築物の償却方法について、定率法が廃止され、定額法に一本化されまし

た。平成 28年 4月 1日以後取得資産より適用となります。 

資産の取得年月日 ~H10.3.31 H10.4.1~ H19.4.1~ H24.4.1~ H28.4.1~ 

建物 

旧定額法 

または 

旧定率法 

旧定額法 定額法 

建物附属設備 

構築物 旧定額法 

または 

旧定率法 

定額法 

または 

250%定率法 

定額法 

または 

200%定率法 

定額法 

機械装置 

工具器具備品 

車両運搬具 

定額法 

または 

200%定率法 

また、鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備および構築物についても、定率法が廃止され、定額法また

は生産高比例法から選択することとなりました。（生産高比例法はシステムでは対応していません） 

 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例適用対象法人の変更 
常時使用する従業員の数が 1000人を超える法人は適用対象外とし、適用期限が 2年延長されました。 

（本内容に関する、減価償却システムでの設定内容の見直しはありません） 

２．減価償却システムでの設定内容の見直し 

建物附属設備および構築物を「定率法」で償却していた場合は、勘定設定（[導入]→[勘定設定]）で、「建物附属

設備」「構築物」に該当する勘定の償却方法を「定額法」に変更してください。 

※ 平成 28年 4月 1日以後取得資産の登録を行わない過年度の会社データでは変更は不要です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勘定設定の「償却方法」は、資産登録時の初期値になります。変更しても登録済み資産の償却方法は変更されませ

ん（登録済み資産に影響はありません）。すでに登録済みの平成 28年 4月 1日以後取得の該当勘定の資産は、必

要に応じて償却方法を見直してください。 

上記設定後は、建物附属設備または構築物の資産を新規登録する際、償却方法は「定額法」が初期設定されます。 

以後、平成 28年 3月 31日以前取得の該当勘定の資産を新規登録する場合は、必要に応じて資産登録時に償却方

法を見直してください。 

以上、よろしくお願いします。 


